
 一般配布用  

                       別紙３ 

 
「消防互助年金」と「消防個人年金」の主な相違点 

 

１ 名称 

消防団員及び消防職員を対象とした個人年金であることを明確に表すため、「消防個人

年金」に改めました。 

２ 掛金の払込方法等 

若い消防団員及び消防職員の方でも加入しやすいよう、年間２万円の掛金から加入で

きるように改める（半年払の場合）とともに、新たに月払及び月払と半年払の併用払を

設けました。また、増口や減口がしやすいよう、1 口の単位を引き下げました。 

さらに、払込期間が短くても充実した給付を受けられるよう、新たに一時払（加入時、

払込期間中又は払込終了時）を設けました。 

消防互助年金  消防個人年金 

払込 
方法 

口座振替日 
(注 1) 払込口数  

払込 
方法 

口座振替日 
(注 1) 払込口数 

半年払 

消防Ⅰ(注 2) 
６月 27 日 
12 月 27 日 

5 口 3 万円～ 
50 口 30 万円 
[1 口 6 千円] 

 
 
 
 

月 払 毎月 26 日 
10 口 1 万円(注 3)～ 

200 口 20 万円 
[1 口 千円] 

消防Ⅱ(注 2) 
３月 27 日 
９月 27 日 

半年払 
１月 26 日 
７月 26 日 

10 口 1 万円～ 
1,000 口 100 万円 

[1 口 千円] 

注１：口座振替日が土･日･祝日の場合には、
次の銀行営業日です。 

２：消防Ⅰとは、1 月 1 日又は７月 1 日の加
入者をいい、消防Ⅱとは、４月 1 日又は
10 月 1 日の加入者をいいます。 

３：ゆうちょ銀行の口座からの振替の場合に
は 5 口 5 千円です。 

４：月払、半年払又は月払と半年払の併用払
を行う場合に限ります。 

月 払 
＋ 

半年払 

毎月 26 日 
10 口 1 万円(注 3)～ 

200 口 20 万円 
[1 口 千円] 

１月 26 日 
７月 26 日 

10 口 1 万円～ 
1,000 口 100 万円 

[1 口 千円] 

一時払 
(注 4) 

１月 26 日 
７月 26 日 

10 口 10 万円～ 
1,000 口 1,000 万円 

 [1 口 1 万円] 
 

３ 加入日 

消防互助年金  消防個人年金 

年 4 回 
消防Ⅰ：1 月 1 日、７月 1 日 
消防Ⅱ：４月 1 日、10 月 1 日 

 
年 2 回 

1 月 1 日、7 月 1 日 
 

4 年金の支払日 

消防互助年金  消防個人年金 

年 2 回(注 5) 
消防Ⅰ：6 月 15 日、12 月 15 日 
消防Ⅱ：３月 15 日、９月 15 日 

 
年 4 回(注 5) 

3 月 15 日、6 月 15 日、 
９月 15 日、12 月 15 日 

注 5：支払日が土･日･祝日の場合には、前の銀行営業日です。 

【お問い合わせ先】財団法人 日本消防協会  年金共済部 

0120-658-494 平日 9:00～17:00 


